
港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
十
条
の

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
岡
山
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岡

山

宇
野
、
水
島
、
岡
山

水
島

別
表
第
五
和
歌
山
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡

山

水
島

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
水
島
港
の
港
湾
管
理
者
が
港
湾
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
て

い
る
入
港
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
当
該
港
湾
管
理
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に

協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。



理

由

水
島
港
を
特
定
重
要
港
湾
及
び
入
港
料
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
港
湾

に
指
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


